
別紙様式１

平成１９年度　事前評価実施地区一覧表

（１）国有林直轄治山事業

① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③

1 徳　島 四国局 徳島森林管理署 復旧治山 菅生３ すげおい３ 794,052 483,744 1.64 ○ ○ ○ ○ － Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ － Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ

2 愛　媛 四国局 愛媛森林管理署 特定流域総合治山 龍岡上 りゅうおかかみ 4,782,214 728,151 6.57 ○ ○ ○ ○ － Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ － Ａ － Ｂ

3 愛　媛 四国局 愛媛森林管理署 復旧治山 ホリノ山 ほりのやま 200,047 110,062 1.82 ○ ○ ○ ○ － Ａ Ｂ － Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ － Ａ － Ｃ

4 高　知 四国局 四万十森林管理署 復旧治山 日見須山 ひみすやま 144,678 110,463 1.31 ○ ○ ○ ○ － Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ － Ａ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ － Ｃ

5 高　知 四国局 安芸森林管理署 水源流域広域保全 伊尾木川 いおきがわ 1,659,173 396,492 4.18 ○ ○ ○ ○ － Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ － Ｃ
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別紙様式２

整理番号 １

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２０年度～平成２７年度

事業実施地区名 菅生３（すげおい） 事業実施主体 四国森林管理局

（都道府県名） （徳島県） 徳島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、徳島県西部三好市祖谷川の上流域に位置している。

平成１７年９月の台風１４号に伴う集中豪雨により山腹崩壊、渓岸浸食が発生

し、土石流となり下流に流出した箇所であり、その後も、平成１８年の台風等に

よる集中豪雨により、山腹崩壊、渓流荒廃が多く発生している。現在も渓床及び

山腹斜面に多量の不安定土砂の堆積が見られ、降雨の度に崩壊土砂が流出してお

り、下部の林道及び下流の名頃ダムに被害を及ぼしている。

このため、崩壊地、荒廃渓流の復旧整備を実施し、水土保全機能の維持向上を

図るものである。

主な事業内容 渓間工 ７（基）

山腹工 ２.５０（ha）

費用対効果分析 総 費 用（Ｃ） ４８３，７４４千円

総 便 益（Ｂ） 水源かん養便益 ７５，０２０千円

山地保全便益 ７１９，０３２千円

計 ７９４，０５２千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６４

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地を放置すれば、崩壊地の拡大等が懸念されるとともに、

渓床及び山腹斜面に堆積した不安定土砂が土石流となり流出し、下流

の林道、名頃ダムだけでなく国道、集落等にも甚大な被害が発生する

危険険性があることから、当事業を実施するものである。

・有効性： 当該事業の実施により、崩壊地の復旧や渓床に堆積する土砂の安定

が図られ、水土保全機能が維持向上されることから有効性は認められ

る。

・効率性： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。



別紙様式２

整理番号 ２

事 前 評 価 個 表

事業名 特定流域総合治山 事業計画期間 平成２０年度～平成２４年度

事業実施地区名 龍岡上 事業実施主体 四国森林管理局（りゅうおかかみ）

（都道府県名） （愛媛県） 愛媛森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、愛媛県北東部今治市蒼社川の中上流域に位置している。

平成１６～１８年の台風等に伴う集中豪雨により山腹崩壊、渓流荒廃が多発し

た箇所であり、現在も渓床に多量の不安定土砂の堆積が見られ、降雨の度に崩壊

土砂が流出し、直下の林道及び下流の玉川ダムに被害を及ぼしている。また、今

治市の水瓶である玉川ダム上流域の民有林、国有林は、林内の過密化により下層

植生が衰退し水源かん養機能の低下、林地荒廃が進行している。

このため、崩壊地、荒廃渓流の復旧及び水土保全機能が低下した保安林の森林

整備を民有林、国有林が連携して実施し、水土保全機能の維持向上を図るもので

ある。

主な事業内容 渓間工 ９（基）

山腹工 ０.７８（ha）

森林整備 ５３５.３（ha）

費用対効果分析 総 費 用（Ｃ） ７２８，１５１千円

総 便 益（Ｂ） 水源かん養便益 １，８５９，６１２千円

山地保全便益 ２，９２２，６０２千円

計 ４，７８２，２１４千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ６．５７

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地を放置すれば、崩壊地の拡大等が懸念されるとともに、

渓床に堆積した不安定土砂が流出し、下流の林道、国道、集落及び水

源地に甚大な被害が発生する危険性がある。また、水資源を確保する

ための水源かん養機能が低下していることから、当事業を実施するも

のである。

・有効性： 当該事業の実施により、崩壊地の復旧や渓床に堆積する土砂の安定

が図られ、また林内の下層植生の回復を促し、水土保全機能が維持向

上されることから有効性は認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。



別紙様式２

整理番号 ３

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２０年度～平成２４年度

事業実施地区名 ホリノ山 事業実施主体 四国森林管理局

（都道府県名） （愛媛県） 愛媛森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、愛媛県南部鬼北町広見川の上流域に位置している。

平成１８年８月の台風に伴う集中豪雨により渓流荒廃が発生した箇所であり、

その後も、平成１９年の台風等による集中豪雨により、渓流荒廃の拡大、渓岸浸

食が発生している。現在も渓床に多量の不安定土砂の堆積が見られ、降雨の度に

土砂が流出しており、直下の林道及び下流域の水源地に被害を及ぼしている。

このため、荒廃渓流の復旧整備を実施し、水土保全機能の維持向上を図るもの

である。

主な事業内容 渓間工 ５（基）

費用対効果分析 総 費 用（Ｃ） １１０，０６２千円

総 便 益（Ｂ） 水源かん養便益 １７，５３０千円

山地保全便益 １８２，５１７千円

計 ２００，０４７千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．８２

評価結果 ・必要性： 荒廃渓流を放置すれば、荒廃の拡大及び渓岸浸食による新生崩壊の

発生が懸念されるとともに、渓床に堆積した不安定土砂が土石流とな

り流出し、下流の林道、水源地及び集落等に被害が発生する危険性が

あることから、当事業を実施するものである。

・有効性： 当該事業の実施により、渓岸浸食の防止や渓床に堆積する土砂の安

定が図られ、水土保全機能が維持向上されることから有効性は認めら

れる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。



別紙様式２

整理番号 ４

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２０年度～平成２４年度

事業実施地区名 日見須山（ひみすやま） 事業実施主体 四国森林管理局

（都道府県名） （高知県） 四万十森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、高知県西部四万十市四万十川支流目黒川の上流域に位置している。

平成１８年８月の台風に伴う集中豪雨により山腹崩壊、渓流荒廃が発生した箇

所であり、その後も、平成１９年の台風等による集中豪雨により、渓流荒廃が拡

大している。現在も渓床及び山腹斜面に多量の不安定土砂の堆積が見られ、降雨

の度に崩壊土砂が流出しており、直下の林道及び下流域の水源地に被害を及ぼし

ている。

このため、崩壊地、荒廃渓流の復旧整備を実施し、水土保全機能の維持向上を

図るものである。

主な事業内容 渓間工 ５（基）

山腹工 ０.３０（ha）

費用対効果分析 総 費 用（Ｃ） １１０，４６３千円

総 便 益（Ｂ） 水源かん養便益 １２，１１１千円

山地保全便益 １３２，５６７千円

計 １４４，６７８千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．３１

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地を放置すれば、崩壊地の拡大等が懸念されるとともに、

渓床及び山腹斜面に堆積した不安定土砂が土石流となり流出し、下流

の林道、水源地及び集落等に被害が発生する危険性があることから、

当事業を実施するものである。

・有効性： 当該事業の実施により、崩壊地の復旧や渓床に堆積する土砂の安定

が図られ、水土保全機能が維持向上されることから有効性は認められ

る。

・効率性： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。



別紙様式２

整理番号 ５

事 前 評 価 個 表

事業名 水源流域広域保全事業 事業計画期間 平成２０年度～平成２４年度

事業実施地区名 伊尾木川（いおきがわ） 事業実施主体 四国森林管理局

（都道府県名） （高知県） 安芸森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、高知県東部安芸市伊尾木川の上流域に位置している。

平成１７、１８年の台風等に伴う集中豪雨により山腹崩壊、渓流荒廃が多発し

た箇所であり、その後も、平成１９年の台風等による集中豪雨により渓流荒廃が

拡大している。現在も渓床に多量の不安定土砂の堆積が見られ、降雨の度に崩壊

土砂が流出し、県道、林道及び伊尾木川ダムに土砂災害を与え、下流域に濁水等

の被害を及ぼしている。また、安芸市の水源地域である国有林は、林内の過密化

により下層植生が衰退し水源かん養機能の低下、林地荒廃が進行している。

このため、崩壊地、荒廃渓流の復旧及び水土保全機能が低下した保安林の森林

整備を実施し、水土保全機能の維持向上を図るものである。

主な事業内容 渓間工 １４（基）

山腹工 １.２０（ha）

森林整備 ４４０.０（ha）

費用対効果分析 総 費 用（Ｃ） ３９６，４９２千円

総 便 益（Ｂ） 水源かん養便益 １９５，７１１千円

山地保全便益 １，４６３，４６２千円

計 １，６５９，１７３千円

分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．１８

評価結果 ・必要性： 山腹崩壊地を放置すれば、崩壊地の拡大等が懸念されるとともに、

渓床に堆積した不安定土砂が流出し、下流の県道、林道、集落及び水

源地に甚大な土砂災害、下流域には濁水等の被害が発生する危険性が

ある。また、水資源を確保するための水源かん養機能が低下している

ことから、当事業を実施するものである。

・有効性： 当該事業の実施により、崩壊地の復旧や渓床に堆積する土砂の安定

が図られ、また林内の下層植生の回復を促し、水土保全機能が維持向

上されることから有効性は認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。














